
  

 「職場定着支援助成金（介護福祉機器助成コース）」は、介護事業主が介護福祉機器を

導入し、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成するもので、雇⽤管理改善を推進

し、⼈材の定着・確保と、魅⼒ある職場の創出を⽬的としています。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

職場定着支援助成金のご案内 
～介護福祉機器助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コース～ 

魅⼒ある職場づくりに取り組む介護事業主の皆さまへ 
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 介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、 
適切な運⽤を⾏うことにより、労働環境の改善がみられた場合、機器導入助成（介護福祉 
機器の導入費用の25％（上限150万円））を支給します。 

認定を受けた①の導入・運⽤計画に基づく介護福祉機器の導入・運用 

介護福祉機器の導入効果の把握  

目標達成助成の支給 

導入・運用計画の作成・提出 

Ａ 機器導入助成の支給申請 

【提出期間】計画期間終了後２か月以内 

Ｂ 目標達成助成の支給申請 

【提出期間】算定期間（計画期間終了後12か月間）

終了後２か月以内  

Ａ 

Ｂ 

助成金の概要 

 介護福祉機器の適切な運⽤を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成 
（介護福祉機器の導入費用の20％（生産性要件を満たした場合は35％）（上限150万円））
を支給します。 

機器導入助成：介護福祉機器の導入費用の25％（上限１５０万円） 

目標達成助成：介護福祉機器の導入費用の20％（上限１５０万円） 

助成金支給までの流れ 

 （一定の導入効果がなければ助成金は支給されません） 

機器導入助成の支給 
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介護福祉機器助成コース Ⅰ 

（提出期間内に、介護福祉機器を導入する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出） 

助成金の対象となる介護福祉機器 

１．移動・昇降用リフト 
２．自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合は本体を除いたリフト部分のみ。 

３．エアーマット    ※体位変換機能を有するものに限る。 

４．特殊浴槽    ※リフトとともに稼働するもの。側面が開閉可能なもの。 

５．ストレッチャー    ※入浴⽤に使⽤するもの以外は昇降機能が付いているものに限る。 

 

６ ７ 



  

 「職場定着支援助成金（介護労働者雇⽤管理制度助成コース）」は、介護分野における

⼈材不⾜を解消するため、介護事業主が介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制

度の整備などを通じて、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成するもので、雇⽤

管理改善を推進し、⼈材の定着・確保と、魅⼒ある職場の創出を⽬的としています。 

 介護事業主が介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備（職務、職責、職
能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備）を⾏い、実施した場合に制度整
備助成（50万円）を支給します。 

 認定を受けた①の計画に基づく制度を整備し、すべての介護労働者に実施 

      目標達成助成（第１回）の支給 

介護賃金制度整備計画の作成・提出 

Ａ 制度整備助成の支給申請 

【提出期間】計画期間終了後の２か月以内） 

Ｂ 目標達成助成(第1回)の支給申請 

【提出期間】第1回算定期間（計画期間終了後12か月間）終了後２か月以内 

 手続きなどの詳細、詳しい支給のための要件、ご不明な点は、厚生労働省HPをご覧いただくか、最寄りの

都道府県労働局にお問い合わせください。 

            ◆インターネットでの検索   
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助成金の概要 

 Aに加え、賃金制度の適切な運⽤を経て、介護労働者の離職率に関する⽬標を達成した場
合、計画期間終了１年経過後に目標達成助成（第１回）（57万円（生産性要件を満たした
場合は72万円））を支給します。 

制度整備助成：50万円 

目標達成助成（第1回）：57万円 

助成金支給までの流れ 

（提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出） 

（労働協約または就業規則に明文化することが必要） 

  制度整備助成の支給   
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Ｃ  Ｂに加え、賃金制度の適切な運⽤を経て、介護労働者の離職率に関する⽬標を達成した場
合、 計画期間終了３年経過後に目標達成助成（第２回）（85.5万円（生産性要件を満たし
た場合は108万円））を支給します。 

目標達成助成（第２回）：85.5万円 

       目標達成助成（第２回）の支給 
C  目標達成助成(第2回)の支給申請 

【提出期間】第2回算定期間（第1回算定期間終了後24か月間）終了後２か月以内 

介護労働者雇用管理制度助成コース Ⅱ 

助成金の対象となる賃金制度 

 助成金の対象となる賃金制度とは、介護労働者の職場への定着を促進するために、職務、職責、
職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの（一労働者に対して単一の額を定めるものを
除く。）をいいます。 
 原則として、雇⽤する全ての介護労働者について適⽤されている必要があります。 

    職場定着支援助成金には上記以外にも、魅⼒ある職場づくりに取り組む事業主の皆様にご利用いただ

ける「雇用管理制度助成コース」や「保育労働者雇用管理制度助成コース」があります。 

※助成金は、厳正な支給審査の上、支給・不支給を決定します。 

                                   このパンフレットの内容は平成29年12月1日現在のものです。 

職場定着支援助成金  検 索 
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